
表８　現庁舎、森野二丁目用地における敷地の比較

表９　Ｃ案（現敷地段階建設案）とＤ案（森野二丁目移転案）の比較

＊１　「現庁舎敷地」は敷地内で行ったボーリングデータを参考にしました。
 　　「森野二丁目用地」は近隣のボーリングデータを参考にして推定しました。
＊２　約２万年～２００万年前に形成された古い地層で堅固なため、建物を支持するには良好な地盤です。
＊３　約２万年前以降に形成された新しい地層で一般的に軟弱なため、大規模な建物の場合は技術的な対応が必要となる地盤です。

（４） ２００３．１２．１

　

両
案
の
比
較
検
討
結
果
を
概
要
と
し

て
示
し
た
の
が
表
９
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ

に
長
所
短
所
が
あ
り
ま
す
。
①
駅
か
ら

の
距
離
は
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
が
、

歩
道
が
整
備
さ
れ
て
歩
き
や
す
い
と
い

う
点
で
は
森
野
二
丁
目
へ
の
移
転
案
に

優
位
性
が
あ
り
ま
す
。
②
森
野
二
丁
目

用
地
は
敷
地
が
広
い
の
で
十
分
な
建
築

床
面
積
の
実
現
が
可
能
で
す
が
、
現
庁

（
３
面
か
ら
続
く
）

舎
の
あ
る
中
町
で
は
床
面
積
が
確
保
で

き
ず
、
一
部
の
分
庁
舎
が
残
り
ま
す
。

③
現
庁
舎
の
用
地
は
、
森
野
二
丁
目
用

地
に
比
べ
て
地
盤
の
安
定
性
が
高
い
と

判
断
さ
れ
ま
す
。
④
森
野
二
丁
目
用
地

は
広
い
の
で
、
建
物
設
計
の
自
由
度
が

高
く
、
駐
車
場
や
緑
地
を
設
け
る
上
で

も
有
利
さ
が
あ
り
ま
す
。
⑤
中
町
で
の

建
替
え
の
場
合
は
、
工
事
中
、
敷
地
内

の
駐
車
場
の
利
用
が
で
き
ず
、
ま
た
、

二
度
に
分
け
て
の
引
越
し
と
な
る
た
め

多
少
の
混
乱
が
予
想
さ
れ
ま
す
が
、
森

野
二
丁
目
へ
の
移
転
の
場
合
は
一
度
で

済
み
ま
す
。
⑥
周
辺
へ
の
影
響
に
つ
い

て
は
、
両
案
と
も
交
通
問
題
、
日
影
、

電
波
障
害
等
の
発
生
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
な
お
、
森
野
二
丁
目
へ
移
転
し
た

場
合
は
、
跡
地
利
用
が
課
題
と
な
る
と

と
も
に
、
移
転
に
よ
る
影
響
の
検
討
が

必
要
で
す
。
⑦
財
政
的
負
担
は
、
建
設

費
に
お
い
て
も
、
今
後　

年
間
に
か
か

５０

る
費
用
に
お
い
て
も
、
大
き
な
差
は
認

め
ら
れ
ま
せ
ん
（
森
野
二
丁
目
へ
の
移

転
案
で
は
用
地
の
周
囲
の
道
路
整
備
費

は
入
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
街

づ
く
り
関
連
の
整
備
費
は
算
入
し
て
い

ま
せ
ん
。
な
お
、
森
野
二
丁
目
用
地
の

購
入
費
は
、
移
転
の
結
果
、
改
め
て
市

の
財
産
と
な
る
現
庁
舎
用
地
、
中
町
第

三
庁
舎
用
地
、
第
二
駐
車
場
用
地
に
つ

い
て
、
そ
れ
ら
の
資
産
価
値
を
国
土
交

通
省
の
公
示
価
格
及
び
都
の
基
準
値
価

格
を
参
考
に
算
出
し
た
結
果
、
ほ
ぼ
同

等
な
の
で
、
費
用
計
算
上
は
不
要
と
考

え
、
含
め
て
い
ま
せ
ん
）。

　

こ
れ
ら
の
比
較
検
討
の
結
果
、
Ｃ

　

以
上
の
各
項
が
こ
れ
ま
で
の
検
討
結

果
で
す
。
今
後
、
中
間
報
告
に
対
す
る

意
見
も
参
考
に
し
な
が
ら
来
年
１
月
か

ら
３
月
ま
で
の
委
員
会
で
最
終
報
告
書

を
作
成
す
る
予
定
で
す
。
そ
の
際
に
、

Ｃ
案
、
Ｄ
案
の
い
ず
れ
が
選
ば
れ
る
に

せ
よ
、
検
討
し
、
問
題
の
整
理
を
す
べ

き
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
事
項
が

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

②
新
庁
舎
の
計
画
に
か
か
わ
っ
て
「
地

方
分
権
の
時
代
の
町
田
市
行
政
」
に
つ

い
て
も
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
項
に

関
す
る
問
題
整
理
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

・
市
民
と
行
政
と
の
協
働
関
係
の
構
築

・
地
域
セ
ン
タ
ー
の
あ
る
べ
き
役
割

・
Ｉ
Ｔ
化
の
方
向
性
、
な
ど
。

③
上
記
の
①
と
②
を
ふ
ま
え
、
来
春
に

本
委
員
会
が
終
了
し
た
後
に
、
市
民
の

意
見
の
反
映
や
計
画
へ
の
市
民
参
加
も

含
め
て
、
ど
の
よ
う
な
体
制
と
方
向
性

の
も
と
に
庁
舎
問
題
の
検
討
が
継
続
さ

れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
問
題
整
理
が

必
要
に
な
り
ま
す
。

注
９　

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

　

Ｉ
Ｔ
化
に
伴
う
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
活
用
に

よ
り
、
各
種
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
、
複
合

的
に
提
供
す
る
こ
と
。
例
え
ば
、
戸
籍
や
納
税
、

福
祉
、
教
育
な
ど
複
数
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
か
か

わ
る
手
続
き
が
、
究
極
的
に
は
一
か
所
で
行
え
る

よ
う
に
な
る
こ
と
。

注　
　

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

１０

　

様
々
な
個
性
や
能
力
に
関
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の

人
に
と
っ
て
、
で
き
る
限
り
利
用
可
能
で
あ
る
よ

う
に
製
品
、
建
物
、
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ

と
。

　

以
上
の
検
討
結
果
を『
要
点
』と
し
て
整
理
す
れ
ば
次
の
４
項
目
と
な
り
ま
す
。

　

中
間
報
告
要
点
の
整
理　

１
�
Ａ
案
（
現
庁
舎
耐
震
補
強
案
）
、
Ｂ
案
（
南
側
別
棟
案
）
を
選
択
す
る
こ

と
は
、
耐
震
補
強
と
い
う
方
法
に
関
し
て
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
ま

た
、
か
か
る
費
用
も
大
き
い
の
で
適
切
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｃ

案
（
段
階
建
設
案
）
お
よ
び
Ｄ
案
（
移
転
案
（
移
転
先
は
森
野
二
丁
目
公
共

公
益
用
地
）
）
を
対
象
に
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
す
べ
き
と
判
断
さ
れ
る
。

２
�
Ｃ
案
、
Ｄ
案
の
建
設
に
要
す
る
費
用
は
積
立
金
、
補
助
金
、
地
方
債
、
一

般
財
源
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
建
設
に
当
た
っ
て
必
要

な
一
般
財
源
の
負
担
は
比
較
的
少
な
く
て
済
み
、
そ
の
後
発
生
す
る
地
方
債

の
償
還
費
用
も
一
般
財
源
の
負
担
増
に
は
結
び
つ
か
な
い
で
済
む
。
し
た
が

っ
て
、
庁
舎
建
設
が
市
財
政
に
与
え
る
影
響
は
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
留
ま
る

と
理
解
さ
れ
る
。

３
�
Ｃ
案
、
Ｄ
案
を
用
地
や
建
物
の
特
性
、
か
か
る
費
用
な
ど
の
面
で
比
較
し

て
み
る
と
、
そ
の
ど
ち
ら
が
選
ば
れ
た
と
し
て
も
適
切
な
選
択
と
言
え
る

が
、
両
案
の
長
所
・
短
所
を
相
対
的
に
比
較
し
て
み
る
と
、
Ｄ
案
の
方
に
有

利
な
点
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

４
�
今
後
こ
の
委
員
会
で
は
、
「
中
間
報
告
」
に
対
す
る
意
見
も
参
考
に
し
な

が
ら
、
新
庁
舎
の
計
画
上
の
課
題
、
さ
ら
に
新
庁
舎
と
の
関
係
か
ら
み
た
町

田
市
行
政
の
課
題
、
そ
し
て
来
春
以
降
の
検
討
の
進
め
方
と
い
う
３
点
に
関

し
て
、
問
題
整
理
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

....中
間
報
告
へ
の
ご
意
見
を
お
寄
せ
下
さ
い

　

中
間
報
告
へ
の
ご
意
見
を
、
手
紙
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
（
6
７
２
４
・
１
１

７
２
）
、
電
子
メ
ー
ル
（
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
市
政
情
報
↓
審
議
会

等
の
う
ご
き
↓
庁
舎
問
題
検
討
委
員
会
か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
ま
す
）
で
お

寄
せ
下
さ
い
。
な
お
、
次
回
の
委
員
会
が
１
月
中
旬
に
予
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
２
０
０
４
年
（
平
成　

年
）
１
月
初
旬
ま
で
に
お
願
い
い
た
し
ま

１６

す
。

　

ま
た
、
庁
舎
問
題
検
討
委
員
会
は
す
べ
て
の
審
議
を
傍
聴
で
き
る
ほ

か
、
議
事
要
旨
な
ど
を
町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
　
　
　

□問
 

企
画
部
企
画
調
整
課
庁
舎
問
題
担
当
11
７
２
４
・
２
１
０
３

森野二丁目用地（Ｄ案）現庁舎敷地（Ｃ案）項　　　　　目

地表面から下へ盛土、黒ボク、ローム層、砂層、砂
れき層、粘土層からなる沖積層＊３、１０㍍以深からは
堅固な砂れき層の洪積層で構成されています。
また、地下水位が地下３㍍あたりにあると思われま
す。

地表面から下へ１．５㍍まで黒ボク、その下が関東ロー
ム層、１８㍍より堅固な砂れき層となっており、すべ
て洪積層＊２で構成されています。
また、地下水位が地下１２㍍あたりにあります。

地 層 構 成
　

地　
　
　
　

盤

＊１

地下１０㍍以深の堅固な砂れき層　　　　　　　　　地下約１８㍍以深の堅固な砂れき層庁 舎 の 支 持 地 盤

地層構成からして、工事中の地下水を防ぐ工事や砂
れき層（沖積層）の掘削工事等、地下及び基礎の設
計や施工上の配慮が必要になると考えられます。

地層構成が比較的安定しており、地下及び基礎の設
計や施工が行いやすいと考えられます。

設 計 及 び 施 工 に
対 し て の 評 価

支持地盤までの深さはそれぞれ違うものの、両敷地とも同じ地盤（堅固な砂れき層）に支持されると考
えられます。

昭和５７年以降発生していません。
境川の河川改修工事は平成１０年に終了しています。なし境 川 の 出 水河

川

問題ないと考えられます。（平成１１年調査済）問題ないと考えられます。（未調査）有 害 物 質 に よ る
土 壌 の 汚 染

土
壌

案
、
Ｄ
案
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も

適
切
な
選
択
と
言
え
ま
す
が
、
相
対
的

に
は
Ｄ
案
の
方
に
有
利
な
点
が
多
い
と

思
わ
れ
ま
す
。

備　　　　　　考Ｄ案Ｃ案比　　較　　項　　目

どちらの案も鉄道最寄り駅から徒歩でアクセスでき、距離、歩行時間
に大きな差はありません。○○鉄道最寄り駅からのアクセス

①交　　通

Ｄ案はＣ案よりもバス路線が多く、バス利用者の利便性の向上が期待
できます。○バス利用者に対する利便性

交通量調査の結果、どちらの敷地周辺道路にも交通混雑が見られまし
た。周辺道路の交通量

Ｃ案は駅から続く歩道がありません。周辺道路の道幅が狭く、今後の
設置も容易ではありません。Ｄ案については、駅から続く幅３～３．５ｍ
の歩道があり、より安全です。

○周辺の歩道の整備

Ｃ案よりＤ案の方が、税務署や消防署から少し遠くなります。○他の官公署からの距離
敷地面積は、Ｃ案８，８００㎡、Ｄ案１８，０００㎡です。○敷地面積

②敷　　地
Ｃ案は分庁舎の一部（５，０００㎡）が残ります。○庁舎の分散解消

表８をご参照ください。○地盤等③地　　盤

Ｃ案は段階的に建設する２棟を使用することになるため、各階の使い
勝手に制限が生じる可能性があります。Ｄ案は、敷地に余裕があるた
め、設計の自由度が高まります。

○設計の自由度・庁舎の使い勝手

④設計・　
　建設効果

Ｃ案は敷地面積からして、必要台数（３５０台）の駐車場・十分な緑地を
確保できません。Ｄ案は、敷地が広く、十分な確保が可能です。○駐車場・緑地の確保

Ｄ案は、敷地に余裕があるため可能です。○複合施設併設の可能性・将来の予想
外の増築への対応

どちらの案でも設置を予定しています。○○防災センター・市民利用施設の設置

どちらの案もワンストップサービスに対応することができ、利便性の
向上が期待できます（Ｄ案を選択した場合には、ワンフロアごとの床
面積を広くとれるので、さらに対応しやすくなると考えられます）。

○○ワンストップサービスへの対応

Ｃ案は５年程度、Ｄ案は３年程度です。○工事期間

⑤工　　事
Ｃ案は、敷地内の駐車場が利用できない、長期間にわたって庁舎の分
散状態や引越し、工事が続くなど、様々な影響があります。Ｄ案につ
いては、来庁者への影響はありません。

○工事中の来庁者への影響

Ｃ案は２回、Ｄ案は１回です。○引越し回数

両案とも交通問題、日影、電波障害等の発生が考えられます。Ｄ案の
場合には、跡地利用が課題となるとともに、中心市街地の構成に変化
が生ずるので、種々の側面から検討が必要になると思われます。

周辺への影響⑥周辺への
影響　

市の費用負担に大きな差はありません。○○建設費
⑦費　　用 Ｃ案は本庁舎に加えて分庁舎の費用が必要となります。Ｄ案は維持管

理費、元利償還金が少し多くなります。○○維持管理費・賃借料・元利償還金

この表は、Ｃ案とＤ案を比較したものです。比較の結果、優位な方に○が付いています。

委
員
会
に
お
け
る
今
後
の

検
討
課
題

４

Ｃ
案
・
Ｄ
案
の
比
較
検
討
結
果

（
３
）

①
新
庁
舎
を
計
画
す
る
に
際
し
て
は
、

例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
の

問
題
整
理
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

・
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
（
注
９
）

の
実
現

・
環
境
問
題
に
配
慮
し
た
建
物

・
人
に
優
し
い
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ

ン
（
注　

）
の
採
用
、
な
ど
。
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